
 

 

 

 

校則の見直し ― 改訂版「生徒指導提要」― 
 

  
〇 校則の意義を適切に説明できないようなもの 

については、改めて学校の教育目的に照らして 

適切な内容か、現状に合う内容に変更する必要 

がないか、また、本当に必要なものか、絶えず 

見直しを行うことが求められる。 

 

〇 校則により、教育的意義に照らしても不要に 

行動が制限されるなど、影響を受けている児童 

生徒がいないか、いる場合にはどのような点に 

配慮が必要であるか、検証・見直しを図る。 

  

〇 校則については、最終的には校長により適切 

に判断される事柄であるが、その内容によって 

は、児童生徒の学校生活に大きな影響を及ぼす 

ことがあることから、その在り方については、 

児童生徒や保護者等の学校関係者からの意見を 

聴取した上で定めていくことが望ましい。 
 

〇 その見直しに当たっては、児童会・生徒会や保護者会といった場において、校則について確認

したり議論したりする機会を設けるなど、絶えず積極的に見直しを行っていくことが必要であ

る。そのためには、校則を策定したり、見直したりする必要がある場合に、どのような手続きを

踏むべきか、その過程についても示しておくことが望まれる。 
 

〇 校則の見直しの過程に児童生徒自身が参画することは、校則の意義を理解し、自ら校則を守ろ

うとする意識の醸成につながる。また、校則を見直す際に児童生徒が主体的に参加することは、

学校のルールを無批判に受け入れるのではなく、自身がその根拠や影響を考え、身近な課題を自

ら解決するといった教育的意義を有するものとなる。 
 

【校則の見直しに関する学校の取組例】 

・ 各学級で校則や学校生活上の規則で変更してほしいこと、見直してほしいことを議論  

・ 生徒会やPTA会議、学校評議員会において、現行の校則について、時代の要請や社会常識の変

化等を踏まえ、見直しが必要な事項について意見を聴取  

・ 校則をホームページに掲載するとともに、入学予定者等を対象とした説明会において、校則の

内容を説明  

 


